
平成25年度 自転車ルール・マナー検定分析結果表

Ｎｏ 問　題 正解
正解者数
（人）

正解率 正解者数
（人）

正解率

1
　携帯電話を使用しながら自転車を運転
してはならない。

○ 6,486 91% 6185 89%

2
　自転車は原則、車道の左端を走らなけ
ればならない。

○ 6,132 86% 5815 84%

3
 　自転車通行可の標識がある歩道を走
る際は、歩行者に気を付けながらどこを
走ってもよい。

× 4,441 62% 4711 68%

4
　止まれの標識がある交差点は、自転車
はスピードを落として通行しなければな
らない。

× 2,641 37% 2562 37%

5
　一方通行の標識のある道路では、自転
車も矢印の方向と反対に走ってはいけな
い

○ 4,911 69% 5015 73%

6
　自転車通行可の道路で歩行者が前にい
る場合は、ベルを鳴らして注意を促さな
ければならない。

× 1,460 21% 2134 31%

7
　ヘッドホンを大きな音量で使用して自
転車を運転してはならない。

○ 6,648 93% 5940 86%

8
　夜間自転車を運転する場合は、自分か
車や歩行者を見ることができればライト
を点灯しなくてよい。

× 6,669 94% 6362 92%

9
　自転車に乗る前に、ライト・ブレー
キ・タイヤなどの日常点検をする必要が
ある。

○ 6,584 92% 6368 92%

10
　自転車の２人乗りは危険なのでしてな
らないが、法律での罰則は定められてい
ない。

× 5,603 79% 5112 74%

11
　信号のある交差点で右折する場合は、
自動車と同様に右折すれば良い

× 5,256 74% 5188 75%

12
　傘差し運転をして、歩行者と衝突事故
を起こしたが、未成年であっても損害賠
償が生じることがある。

○ 6,196 87% 5843 85%

13
　交差点では信号が青であれば、安全確
認しなくても通行できる。

× 6,269 88% 6122 89%

14
　自転車はゆっくりであれば、十分に気
を付けて犬を連れて走ってもよい。

× 5,818 82% 5899 85%

15
　ＴＳマークは、整備士により点検整備
された自転車であり、障害・賠償責任保
険が付いていることを証明する。

○ 6,398 90% 6201 90%

16
　自転車は、原則、道路では並んで走っ
てはならない。

○ 6,476 91% 6117 88%

17
　自転車は原則車道を走らなければなら
ないが、13歳未満の子供や70歳以上の
高齢者は歩道を走行できる。

○ 4,093 57% 3721 54%

18
　自転車を運転していて歩行者にぶつ
かったが、軽いケガだったのでその場を
立ち去った。

× 6,495 91% 6232 90%

19 　歩道上に自転車を駐車させてもよい。 × 4,651 65% 4813 70%

20
　歩行者専用道路では、歩行者に十分気
を付ければ自転車で通行出来る。

× 4,527 64% 4889 71%

中学生集計

6,871人 

高校生集計

7,120人 
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